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１．研究の動機と背景
都市内交通での街路のアクセス機能の重要性はよく

指摘されるが、現状では、トラフィック機能との調整

や、自転車及び歩行者交通との空間配分等の問題もあ
り、具体的施策はごく限られたものとなっている。こ

の研究の動機は、例えば違法な路上駐車が常態化し問
題が指摘されながら、有効な解決策が提示できない背

景を、街路のアクセス機能に関する法整備の面から考

察することにある。
より円滑で合理的な交通管理を求め、道路管理者や

交通管理者の工夫の無さが指摘されることも多いが、
そもそも規制や事業の管理主体は法律に基づいて行動

するのであり、その意味でも法律の趣旨を理解するこ

とは改めて必要と考えた。

２．大都市と地方都市でのアクセス機能の違い

都心部での路上駐車対策は、都市規模や集積密度に
よりその考え方が異なる。表 に、街路のアクセス機-1

。能に関する大都市と地方都市での考え方の違いを示す

表 都市規模による路上駐車規制の違い-1

分 類 必要性 可能性

大都市 ○ ○
地方都市 △？ ×

ここで「必要性」とは、法的な取り締まりの必要性
である。大都市では街路のアクセス機能とトラフィッ

ク機能が、既に両立し得ない交通密度に達しており、

トラフィック機能確保のため厳格な駐車規制が必要と
される。一方、地方都市の道路空間では適当な管理の

もとで両者の機能が両立しうるものと考える また 可。 「
能性」とは、厳格な法的規制実施の可能性である。大

都市では例えば荷さばき交通に関し、荷主や運送業者

の費用負担で適当な路外荷さばき施設を設置し運用す
ることが経済的にも可能であるが、地方都市ではその

可能性がほとんどないのが現状である。我が国の多く

の地方都市の商工業活動は、地先の路側空間の長時間
無料占有を前提に成り立っているのであり、従って路

上駐車規制の厳格な実行は、現在の都市機能を著しく
損なうことになる。

３．街路のアクセス機能についての法的言及
， ，街路のアクセス機能に関わる法律として ここでは

道路法(昭和 年公布 ，駐車場法(昭和 年公布)及27 32）
び道路交通法(昭和 年公布)を取り上げ，各々の法律35
の目的，記述されている路上駐車施策の内容，法律相

互の関連及び施策実施上の問題点等を考察する．
（１）各法律のアクセス機能の記述

道路法(道路構造令第九条)での停車帯の設置や、道

、路交通法(第九節)での駐車禁止場所での停車の容認は
街路のアクセス機能に関する一般的な配慮であるが、

それら以外には各法律で以下のような記述がある。
○自動車駐車場(道路法)

道路法第二条第 項第六号では、道路の附属物とし2
て 「自動車駐車場で道路上に、又は道路に接して・、
・・に規定する道路管理者が設けるもの」と説明され

ている。また法第二十四条の二及び三では、駐車料金
の設定方法が説明されている。これについて道路構造

令では第三十二条（自動車駐車場等）に 「安全かつ、

円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必
要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車

場・・非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交

通省令で定めるものを設けるものとする」と説明され
ている。自動車駐車場は令においても具体的な施設形

態はイメ－ジしにくいが、法においても機能に関する
言及がなく、料金設定だけの説明となっている。

○路上駐車場(駐車場法)

駐車場法第二条でこの用語が定義されている。また
駐車整備計画を説明する第四条では、路上駐車場と路

、 、外駐車場整備の関係が 第三章(第五条～第九条)では
路上駐車場設置の手続きや料金、またその使途が説明

2されている。この法律では路上駐車場に関する次の

つの記述が重要である。
（駐車場整備計画）

イ）第四条 駐車場整備地区に関する都市計画が定め

られた場合においては、市町村は ・・・路上駐車場、
及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通

しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外
駐車場の整備に関する計画（以下「駐車場整備計画」

という ）を定めなければならない。。

ロ）第四条第2号第四項 地方公共団体の設置する路
上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によっ

ては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要
なものの配置及び規模並びに設置主体

つまり駐車場整備地区内での路上駐車場の計画は路

外駐車場の補完施設ととらえられている点が重要であ
る。

○時間制限駐車区間(道路交通法)
道路交通法第四十九条(法第四十九条～法第四十九

条の四)に示される時間制限駐車区間は、パーキング

・メーターやパーキング・チケットの設置により路上
駐車の秩序を確保する仕組みである。しかしこの法律
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の第一義の目的は交通安全であり、これと時間制限駐
車区間との関わりは読みとりにくい。

また各都道府県の公安委員会が定める道路交通法施

行細則では、特定の者に対し、申請により駐車禁止除
外指定の標章や駐車許可証も発行している。

（２）３施設の関連について
これら３つの法律に示される用語の関係を図 に示-1

す。

○自動車駐車場（道路法）と路上駐車場（駐車場法)の
関係

両者の関係は、駐車場法第二条一より、駐車場整備

地区内の自動車駐車場が路上駐車場であると理解でき
る。

○時間制限駐車区間（道路交通法）と自動車駐車場
（道路法）の関係

両者の関係は法律には示されていない。

○時間制限駐車区間（道路交通法）と路上駐車場（駐 車
場法）の関係

道路交通法第四十九条の四でこの関係は明記され、
時間制限駐車区間に路上駐車場が設置されている場合

には、パーキング・メーターやパーキング・チケット

は路上駐車場として運用されることが示されている。

．路上駐車場の有用性と課題４

駐車場整備地区内での街路のアクセス機能実現策の
検討では、路上駐車場によるか時間制限駐車区間によ

るかが検討課題となる。ここではいくつかの点で、路

上駐車場が特に自治体では受け入れやすい施設と考え
るが、その点について以下に説明する。

（１）有用性について

○料金設定の多様性
時間制限駐車区間での手数料については、法律上の

言及はないが、現状では１時間単位、荷捌き等の目的
に限って２０分単位の料金設定になっている。一方路

上駐車場では、例えば最初の 分までを無料とする様30
な、地域の実情に合わせたより柔軟な料金設定が可能
である。

○駐車料金の使途
公安委員会の設置する時間制限駐車区間では、手数

料収入は全てが都道府県の収入となり、自治体や地元

には還元されない。従って地先路側の優先的な使い方
が制限されるこの設置には、地域の商工業者は同意し

駐車場整備地区
(駐車場法第三条第一項 )

時間制 限駐車 区間
(道路交通法第四十九条第一項～第四項 )

自動 車駐車 場
(道路法第二条第二項六号)

路上駐車 場
(駐車場法第二条第一項 )

図 -1 街路のｱｸｾｽ機能に関する法律の記述

にくいのが現状である。一方駐車場法第七条では、路
上駐車場の料金の使途を「路上駐車場管理者は ・・、

・路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車

場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場の
整備に要する費用に充てるように努めなければならな

い 」と説明しており、料金収入の地元還元が可能な。
点で、地元からもより受け入れられやすい施設であろ

う。

（２）課題について
○路上駐車場機能の考え方

路上駐車場計画での大きな問題は、それを路外駐車

場の補完機能と考えている点にある。つまり路上駐車
場の施設規模は、将来の駐車需要から路外駐車場の供

給量を差し引いた残りとして推計されることになる。
経済活動の派生需要としての駐車需要が、仮にほぼ確

かな値として推計されたとしても、届出駐車場等の経

営は民間の経済行為であり、将来の駐車供給量として
確かなものではない。その上で、路外駐車場では満た

されない駐車需要として路上駐車場の需要推計を行う
ことはかなり難しい問題である。

○公安委員会との調整

駐車場法第三条第二項には、駐車場整備計画に関す
る都市計画を定めるとき、公安委員会の意見を聴かな

ければならないことが示されている。しかしこの時、
公安委員会による時間制限駐車区間の設定と、道路管

。理者による路上駐車場の設置の選択基準が問題となる

○交通容量について
従来から道路事業は隘路打開型の考え方で行われて

きた。需要に対し、供給量つまり容量を確保すること

がその根拠となっている。しかしエンドユーザーとし
て見たとき、地方部の道路と都心部道路で道路整備の

考え方、根拠が同じであることには疑問が多い。魅力
的な都市空間建設のため、道路事業として何が出来る

か、その根拠が交通容量以外に必要であれば、新しい

指標も必要である。

５．まとめ
ここでは３つの法律から、都心部街路のアクセス機

能について施策の可能性を考えた。しかし実際の計画

では法律には表現されない実務上の問題も多いと思わ
れる。学理の立場では制約も多いが、今後はそれらに

ついても考慮していきたい。また路上駐車場や時間制

限駐車区間での実態調査から、それら路上駐車施設の
機能の違いも明らかにしたい。
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